
高知県における獣医療を提供する体制の
整備を図るための計画の概要

〈計画期間：平成23年度～32年度〉

平成23年８月24日

高 知 県 農 業 振 興 部 畜 産 振 興 課

１ 獣医療計画制度とは

（１）制度を導⼊した背景

産業動物に携わる開業獣医師の高齢化、家畜疾病の多様化や複雑化など

を背景として、質・量ともに⼤きく変化してきた獣医療の需要に的確に対

応し、畜産業の発達、公衆衛⽣の向上等に役⽴てるために、国と都道府県

が地域における実態を踏まえ、計画的に獣医療を提供する体制の整備を図

る必要があるためです。

（２）獣医療法に基づく制度の設置

このような背景の下、平成４年に制定された獣医療法において、農林⽔

産⼤⾂が、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本⽅針（以下「国

基本方針」という。）を獣医事審議会に諮った上で定めるとともに、都道府

県は、当該基本方針に即して、地域の実態を踏まえ、都道府県における獣

医療を提供する体制の整備を図るための計画（以下「県計画」という。）

を策定することにより、地域における適切な獣医療の提供の確保を図るこ

ととされました。

（３）県計画の策定と公表

県計画を策定する場合には、国の基本⽅針や、都道府県における獣医療

を提供する体制の整備を図るための計画作成要領（以下「県計画作成要領」

という。）に即し、以下の①から⑥について定めるとともに、計画の内容に

ついて、獣医療に関し学識経験を有する者の意⾒を聴くこととされていま

す（５⽉25⽇に意⾒聴取）。

① 整備を⾏う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する⽬標

② 獣医師の確保に関する目標

③ 獣医療を提供する体制の整備が必要な地域

④ 相互の機能及び業務の連携を⾏う施設の内容及びその⽅針

⑤ 診療上必要な技術の研修の実施その他の獣医療に関する技術の向上に関する事項

⑥ その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項

また、県計画を公表する場合には、事前に計画の内容について、農林⽔

産⼤⾂との協議が必要とされています（８⽉24⽇に協議終了）。

（４）県計画を策定するメリット

① 国の基本⽅針に則し、獣医師の確保、診療施設の整備や連携、獣医療の

技術向上など、⾼知県の実態に応じた⻑期的な取組計画（10年間）を実

⾏することが可能となります。

②（株）⽇本政策⾦融公庫からの⻑期・低利融資などを受けることができま

す（県計画の策定が事業要件の一つとなっています）。



２ 国基本方針のポイントと県計画における取組内容

国基本方針のポイント 県計画における取組内容

（１）産業動物分野及び公務員分野にお ◆職場体験学習の積極的な受け入れによ

ける獣医療の確保 る業務の内容や意義などへの理解醸成

①獣医師の確保対策 ◆⾼知県庁の特⾊ある業務（家畜診療な

・獣医系⼤学の学⽣が産業動物診療や ど）などを積極的に情報発信

⾏政分野に触れる機会を増⼤すると ◆⾼知県獣医師修学資⾦制度による計画

ともに、これらの分野へ就業・定着 的な県庁獣医師の確保

を図る取組を推進 ◆退職者や経験者の登録による人材確保

・獣医師の労働をめぐる環境を改善 ◆獣医師が果たす役割についての積極的

な情報提供など、県⺠の理解醸成を通

じた処遇水準の向上

②獣医療関連施設の相互の機能の連携 ◆家畜保健衛⽣所を地域の防疫拠点機関

等 として位置づけ

・病性鑑定機能の充実等、口蹄疫のよ ◆農業共済組合などの関係機関の獣医師

うな家畜伝染病の大規模な発生に対 との連携の下、⽴⼊検査などを通じた、

する危機管理体制の再点検・強化 異常家畜の早期発⾒のためのサーベイ

・診療獣医師が防疫指導に係る知識 ランス体制を強化

・技術等の修得を図る機会を増大し、 ◆発生時における防疫措置の役割分担な

緊急時の防疫指導を実践する獣医師 どについて、県域や地域の防疫会議や

を養成 防疫演習を通じて、組織的な家畜防疫

・診療獣医師が集団衛⽣管理技術、農 体制を確⽴

場経営等に関する知識・技術の修得 ◆家畜保健衛⽣所の機器や施設を整備し、

を図る機会を増⼤し、管理獣医師を 総合的かつ⾼度な病性鑑定機能を維持

養成 ・強化

◆家畜保健衛生所や関係機関における情

報交換の推進など、獣医療情報システ

ムの整備

◆（社）高知県獣医師会の実施する技術

研修会や学会などへの参加の促進や開

催への支援

（２）⼩動物分野における獣医療の確保 ◆（社）⾼知県獣医師会の実施する技術

・新規獣医師が実践的な診療技術の修 研修会や学会などへの参加の促進

得等を図る機会を増大

（３）獣医療に関する国⺠の理解を醸成 ◆獣医師が果たす役割についての積極的

・⾷品の安全性や獣医療に対する信頼 な情報提供など、県⺠の理解醸成を通

の向上を図るため、獣医療の果たす じた処遇⽔準の向上（再掲）

役割について国⺠の理解を深めるた

めの取組を推進


